
【令和5年4月1日発行】

以下のいずれかの要件（保育の必要な事由）に該当する場合となります。

会社や自宅等で、月４８時間以上働いている場合

妊娠中で保育の必要性がある場合や、出産後間がない場合 
 （産前８週間から、産後８週間を経過する日の翌日の属する月末までに限る）

病気や障がいのため保育ができない場合

親族の介護や看護をしている場合

災害にあった場合

求職活動をする場合 （ただし、３ヶ月に限る）

就学中である場合

虐待・DVの被害にあっている場合

その他、保育ができない事由がある場合

⑥

⑦

⑧

⑨

⑤

保育短時間認定 ８時間

④

月１２０時間未満

②

③

保　育

※「保育の必要な事由」
に該当していることが

条件となります

３号認定
（保育標準時間認定・

保育短時間認定）
３歳未満

保育短時間認定 ８時間
月１２０時間以上

保育標準時間認定 １１時間

１． 入所できる条件は？

○

①

就労時間 認定の種類 施設の利用可能時間

２号認定
（保育標準時間認定・

保育短時間認定）
３歳以上

認定こども園

保育所

選択が可能

認定こども園

保育所

地域型保育事業

教　育 １号認定
（教育標準時間認定）

３歳以上
認定こども園

○ はじめに…
この案内は、「保育の必要な事由（２号・３号認定：下記参照）」に該当する方のためのものです。

教育を目的とする３歳以上のお子さん（１号認定）は、直接、利用先へ申し込んでください。

施設利用の目的 認定区分 対象年齢 利用先

幼稚園
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入所希望日の２ヶ月前から受付。子育て支援課 保育係で手続きをしてください。

市内保育施設の入園日は毎月１日・１６日になります。１日入所の申込締切日は利用月の前月の１０日、

１６日入所の申込締切日は利用月の前月の２５日になります。申込締切日が休日の場合は締切日を

（市外の施設を利用したい場合は、早めに手続きをしてください。）

令和６年４月１日の入所申請は、令和５年１１月頃に受付を行います。

日程は決まり次第、市報や市公式ホームページ等でお知らせいたします。

４月からの入所の場合は、認定事務及び利用調整事務が集中し審査に時間を要することから

翌年１月下旬頃の通知予定となります。（保育料等の通知は別途３月頃に行います。）

利用施設に係る内定通知は、４月（年度当初）からの入所の場合のみ行います。

施設の利用開始後、１週間程度は「ならし保育」となり、お迎えが午前中になる場合があります。

１０ヶ月程度からのお子さんをお預かりします。

ＳＴＥＰ５

☆

☆

☆

☆ 市内の私立保育所（保育所型認定こども園を含む）は産後３ヶ月程度から、公立保育所は産後

ＳＴＥＰ４

２． 入所の申し込み時期は？

○

超えない平日が締切日になりますのでご注意ください。

○

（市外の施設を利用したい場合は、受付期間が異なりますのでご注意ください。）

３． 入所の手続きの流れは？

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ２

ＳＴＥＰ３

利用施設と保護者が面接をします。

利用先の受け入れ可否とその後のお手続きを市から保護者へ電話連絡いたします。

保護者の希望、「保育の必要性」の程度、施設の空き状況などを基に、市が利用調整をして

利用施設を決定します。 （申請締切日～１週間程度）

正式な入所の決定となります。

市に「保育の必要性（２号・３号）の認定」と「利用施設」に係る申請書を提出します。

引き続き年度内は審査にかけ続けます。

※次年度４月１日の入所を希望する

場合は改めて申請が必要となります。

入所決定 入所不可
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入園希望月 入園希望日 結果連絡

　１日（土） 令和５年２月頃

　１６日(日） 　２月１６日（木） 　～ 　３月２４日(金）

　１日（月） ※GWに注意 　３月１日（水） 　～ 　４月１０日(月）

　１６日(火） 　３月１６日（木） 　～ 　４月２５日(火）

　１日（木） 　４月３日(月） 　～ 　５月１０日（水）

　１６日(金） 　４月１７日(月） 　～ 　５月２５日(木）

　１日(土） 　５月１日(月） 　～ 　６月９日(金）

　１６日(日） 　５月１６日(火） 　～ 　６月２３日(金）

　１日(火） 　６月１日(木） 　～ 　７月１０日（月）

　１６日（水） 　６月１６日(金） 　～ 　７月２５日(火）

　１日(金） 　７月３日(月） 　～ 　８月１０日(木）

　１６日(土） 　７月１８日(火） 　～ 　８月２５日(金）

　１日(日） 　８月１日(火） 　～ 　９月８日(金）

　１６日(月） 　８月１６日(水） 　～ 　９月２５日(月）

　１日(水） 　９月１日(金） 　～ 　１０月１０日(火）

　１６日(木） 　９月１９日(火） 　～ 　１０月２５日(水）

　１日(金） 　１０月２日(月） 　～ 　１１月１０日(金）

　１６日（土） 　１０月１６日(月）　～ 　１１月２４日(金）

　１日（月） ※年始に注意 　１１月１日(水） 　～ 　１２月８日(金）

　１６日（火） 　１１月１６日(木）　～ 　１２月２０日(水）※

　１日(木） 　１２月１日(金） 　～ 　１月１０日(水）

　１６日（金） 　１２月１８日(月）　～ 　１月２５日（木）

　１日(金） 　１月４日(木） 　～ 　２月９日（金）

　１６日(土） 　１月１６日(火） 　～ 　２月２２日(木）

１１月

締切日より
1週間程度

１２月

令和６年
（2024）

1月

２月

５月

６月

７月

８月

３月

９月

１０月

◆令和５年度　入所申込受付期間◆

☆申込締切日：原則　入園希望月の前月10日・25日(土曜・日曜日、祝日の場合は前平日）

申込受付期間

令和５年
（2023）

４月

　※令和４年１１月３０日まで

〇令和6年度4月1日入所の申請受付期間は

令和5年8月頃に市報・市HPへ掲載予定です。

〇１号認定で入所希望の場合は 各園へ直接

お申込みください。
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・左記の書類が提出できない場合は、住民税課税証
明書の提出で代用が可能です。その場合、令和3年
分（令和4年度申告）、令和4年分（令和5年度申告）
のものが必要となります。

・海外に住所がある（もしくはあった）方で課税情報の
確認が取れない方は、勤務先が発行する給与支払
証明書（2021年分、2022年分）が必要となります。

（保護者本人の）
病気・障害

〇医師の診断書
〇手帳のコピー

・診断書は、病気や怪我などの状態と、それにより児
童の保育を行えないことが記載されているものを提
出してください。
・手帳は、等級と有効期限が確認できるページのコ
ピーを提出してください。

北茨城市に
住民票がない保護者

〇マイナンバーカードが記載されている書類の
写し
（マイナンバーカード、個人番号通知カード等）

※課税情報の参照に利用します。

65歳未満の祖父母と
同居している場合

〇祖父母の「保育を必要とする事由」を証明
　 する書類（上表参照）

祖父母の場合、就労証明書は社会保険証のコピーで
も代用が可能です。

求職事由で申請をする方、また、就労証明書に記載
の給与月額が月12万円以上の方は提出不要です。

ひとり親で祖父母と
同居している場合

〇保護者の保険証のコピー
〇保護者の直近3カ月分の給与明細のコピー

申請児童または同居家
族が障害をお持ちの場合

〇該当者の手帳のコピー

その他
（災害復興等）

妊娠・出産
（産前8週～産後8週）

〇母子手帳の写し
　（表紙と出産予定日のページ）

▼その他

就学
〇在学証明書
〇カリキュラム（時間割）表

職業訓練も含みます。

・診断書は、病気や怪我などの状態と、それにより看
護や介護が必要であることが記載されているものを
提出してください。
・手帳は、等級と有効期限が確認できるページのコ
ピーを提出してください。

お問い合わせください。

（同居家族等の）
看護・介護

〇申立書（児童の保護者が被介護者の介護をし
ていることの証明）

〇介護・看護を受ける方の状態を証明する医師
の診断書、または、療育手帳・身体障害者手帳
などの写し

〇就労証明書（事業主自筆）

〇下記のうち該当するもの
　自営業事業主、会社役員
　　…最新の確定申告書の写し
　　　 または、現在事項証明書
　自営業協力者
　　…直近の給与明細書3カ月分
　農林漁業
　　…最新の確定申告書の写し

〇就労証明書

▼共通

申し込みをするお子さん１人につき１部提出が必要で
す。

求職活動
〇ハローワーク受付票、または
　雇用保険受給資格証の写し

▼保育を必要とする事由を証明する書類（保護者1人につき1部）
事由 提出書類（〇すべて）

申請日までに発行が間に合わない場合は申立書で
代用が可能です。

就
労

外勤、内職

自営業

農林漁業

会社役員

備考

就労先（契約先）の方に記載いただいてください。

※育児休業から仕事復帰予定で申込む場合、
　 入所日から1カ月以内の復帰が必要です。
　 （例）4月1日入所　→　5月1日までに仕事復帰

・祖父母または配偶者が事業主の事業所に就労され
ている場合は、自営業協力者の扱いとなります。

・確定申告書の写しが提出できない場合は、事業開
始届や営業許可証、受注票など、事業の継続や勤務
が確認できる書類の写しを提出してください。

４． 申込に必要な書類は？

　申し込みの際は下記の必要書類のほかに、申し込みをするお子さんと保護者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
と、窓口に来る方の本人確認書類（運転免許証等）、印鑑（シャチハタ不可）をお持ちください。

申請書一式
≪全員共通≫

〇教育・保育給付認定申請書
〇世帯状況調書
〇保育所入所申込書（関本保育所希望者のみ）
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入園希望者が保育園等の定員を超えた場合などには提出書類から世帯状況や就労状況を確認し

北茨城市入所選考基準（P.６～７）に基づき点数の高い方から入所を決定します。（利用調整）

めご了解ください。

未申告などの理由により当初の保育料が仮計算となる場合は、申告後に再判定を行います。

年度途中で、世帯状況の変更や税の更正があった場合は、翌月からの保育料を変更します。

月途中で入退所があった場合は、保育料を日割りします。

１年に１回、現況届の提出が必要となります。詳細や提出期限は、年度途中に園を通じて

ご案内いたします。（その際は、就労証明書等の添付が必要です）

「保育の必要な事由」が変わった場合は、手続きが必要となりますので市にご相談ください。

勤務先等が変わった場合は、改めて、就労証明書を提出してください。

既に保育を利用している子どもについては、育児休業中も保育の継続利用が可能です。

認定期間は育児休業取得期間により変わります。（いずれも保育必要量は「短時間」の認定）

取得期間が１年以下の場合　→ 当該育児休業の終了する日が属する月の末日まで

取得期間が１年を超える場合　→ 当該育児休業に係る子どもが満１歳に達する日が属する月の末日まで

※当該育児休業に係る子どもが保育施設を利用できない場合であって、育児休業の取得期間を

　延長した場合は、当該育児休業に係る子どもが満１歳に達する日以後の最初の３月31日まで延長可

保護者の婚姻や離婚、同居世帯員の変更等があった場合などは、市にご相談ください。

家庭で保育ができるようになった場合などは、市にご相談ください。

転出する場合は、必ず、退所の手続きをしてください。

○

○

○

○

振替日は毎月２５日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）です。

○

８． 入所後の手続きについて

○

○

○

・

・

○ 家計の主になっている人（生計の中心者）が祖父母であると判断される場合は、父母のほか祖

この場合のお支払は、原則、【口座振替】といたします。

父母の税額も合算のうえで階層区分を決定します。

○

○

７． 保育料のお支払について

○ 認定こども園のご利用に係る料金のお支払先は、ご利用先の施設となります。

この場合のお支払は、ご利用先の施設との契約内容に従ってください。

○ 保育所のご利用に係る料金のお支払先は、市となります。

○ 市町村民税課税額（以下「税額」という。）に応じて階層区分が決まり、さらにお子さんの年齢区

５． 選考について

○

○ 選考の結果、「申込者（利用者）が多数いるために希望の施設に入所できない」、あるいは「保

育の必要な事由に該当しないため入所が認められない」などの場合がありますので、あらかじ

６． 保育料の決定方法について

分に応じて決定されます。

○ ４月～８月分までは前年度の税額により判定し、９月～翌年３月分までは当年度分の税額によ

り判定します。そのため、年度の途中で保育料が変わることもあります。
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母 父

30

28

26

28

26

24

22

20

18

15

13

12

30

28

26

28

26

24

22

20

18

15

13

12

29

27

25

27

25

23

21

19

17

14

12

11

3 妊娠　出産 30

30

30

26

20

30

26

20

30

28

24

18

30

26

20

6 災害復旧 40

7 求職活動 1

9 虐待・DV 40

10 不存在 40

11 その他 1～40

No1.2を
準用　日中、就学・技能習得が内定している場合

　児童虐待防止法第２条又は配偶者暴力防止法第１条の対象者と認められる場合

　死亡・離婚・行方不明・拘禁など

　上記以外で明らかに保育に当たれない場合

　支援を必要とする場合（要支援）

　震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合

　求職活動中（起業準備等を含む）

8
就学

職業訓練

　既に日中、就学・技能習得のため外出を常態

5
介護
看護

居宅外

　週５日以上日中週４０時間以上（重度心身障害者等）の介護を常態

　週５日以上日中週３０時間以上の介護を常態

　週４日以上日中週１２時間以上の介護を常態

　週３日以上日中週１２時間以上の介護を常態

居宅内

　全介護を必要とする場合（重度心身障害者、要介護認定３・４・５程度）

　一部介護を必要とする場合（要介護認定１・２程度）

月  8日以上
　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　上記以外の月４８時間以上の外勤

　産前8週～産後8週

4
疾病
障害

疾病

　入院している（入院予定を含む）

　常時病臥

　安静を要する

　通院を要する

障害

　身体障害者手帳１・２級、療育手帳マルＡ～B、精神障害者保健福祉手帳１～２級

　身体障害者手帳３級、療育手帳マルＣ、精神障害者保健福祉手帳３級

　身体障害者手帳４級以下

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　上記以外の月４８時間以上の内職

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

月16日以上

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

月12日以上

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

2
自宅内
労働

自営
内職

月20日以上

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

月12日以上

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

月  8日以上
　１日８時間以上の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

月　8日以上
　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

1

就労
（内定）

自宅外
労働

外勤

月20日以上

月12日以上

　上記以外の月４８時間以上の外勤

自営

月20日以上

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

月16日以上

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

月16日以上

　１日８時間以上の就労を常態

　１日６時間以上８時間未満の就労を常態

　１日４時間以上６時間未満の就労を常態

【入園の選考について】

入園希望者が保育園等の定員を超えた場合などには、利用調整を行います。
提出書類等で確認した内容に基づき、利用調整指数（基準指数と調整指数の合計）の高い方から入園を決定します。

＜利用調整に関する基準＞

　1.　基準指数【基準指数及び調整指数は、利用調整申込締切日に判断できる入園日時点の事由を対象とする。】

No.
保育にあたる保護者の就労形態等 基準

指数

採点

類型 細目
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母 父

1 30

2 5

3 15

4 10

5 4

6 5

7 6

8 10

9 10

10 10

11 ※ 5

12 ※ 5

13 1

14 3

15 7

16 10

17 10

18 20

19 ※ 40

同居
祖父母

20 ※ -25

21 -5

22 -10

23
滞納月
×-2

計

２.求職活動期限は90日とする。

３.この他、やむを得ない事情が生じた場合は、この限りではない。

＜入所日及びその他＞

１.入所日は毎月１日と16日とする。なお、1日入所の申込み締切日は利用月の前月の10日とし、16日入所の申込み締切日

　は利用月の前月の25日とする。なお、申込み締切日が休日の場合は締切日を超えない平日とする。

５.既に兄弟姉妹がいる場合

６.養育している未就学児の人数が多い者

７.直近の市民税所得割額の低い世帯（同額の場合は収入の低い世帯を優先）

８.証明書等提出書類がすべて提出されている者

＜※のある調整指数について＞

番号１１～１２　それぞれ重複して加算しないものとする。

番号１９　　認定切替の事由が求職活動の場合は除く。

番号２０　　同居の範囲は、同一住所又は同一建物の場合を含む。（疾病等で保育に当たることが出来ない場合は除く。）

＜利用調整指数が同点の場合の優先順位＞

１.北茨城市在住者

２.同居なし母子・父子世帯、生活保護世帯

３.基準指数が高い世帯

４.同世帯に障害者がいる場合

減
算
指
数

個
人
減
算

同居している児童の祖父母又は兄姉（いずれも１８歳以上６５歳未満、高校
生を除く）が無職、求職中又は月４８時間以上の就労をしていない場合

保育料
等滞納

入園児及び卒園児の保育料を滞納している場合

入園児及び卒園児の保育料の滞納が６ヶ月以上ある場合

保育料が滞納になっている世帯で、納付の督促等に対して誠意ある対応が
見られない場合

未就学の兄弟姉妹が２人以上いる場合

既に兄弟姉妹が保育園等に入園しており、同じ施設を希望する場合

保育園等の転園希望者（住所変更等により通園が困難な場合）

その他

特に調整が必要である場合（要保護児童、生計中心者失業など）

認可外保育児童施設を利用している児童であり、かつ、その施設が保育園
又は認定こども園に移行した場合に、移行後も同じ施設利用を希望する場合

認定こども園に在園している１号認定こどもが、保護者の就労状況等の変更
により、２号認定に切替する場合で、同じ施設利用を希望する場合

父母の両方が不存在（死亡など）の場合

生活保護世帯（就労による自立支援目的）

虐待又はDVの恐れがあることに該当する場合

病気
障害

保護者が身体障害者手帳１・２級、療育手帳マルA～B、精神障害者保健福
祉手帳１～２級のうち１つを所持している場合

保護者が視聴覚又は言語に関して身体障害者手帳を所持している場合

項目 条件
調整
指数

採点

加
算
指
数

個
人
加
算

就労

保育士、保育教諭、幼稚園教諭として就労している又は内定している場合
（就労先が北茨城市内の場合）

保育士、保育教諭、幼稚園教諭として就労している又は内定している場合
（就労先が北茨城市外の場合）

保護者が産前産後休業又は育児休業を終了し、職場復帰をする場合

同時に２人以上の申し込みをしている場合

上記３に該当し、かつ、以前に入園していた施設を希望する場合

ひとり親家庭に準じており、同居者がいない場合

ひとり親家庭で、同居者がいない場合

父母のうちどちらかが単身赴任、入院などにより不在の場合
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　子ども・子育て支援新制度における保育料は、国が定める額を上限として、市町村が定めることとされています。
北茨城市では、次のとおり保育料を策定しました。

【新制度の３つの認定区分をご確認ください】

◆ １号認定 満３歳以上で、教育を希望する場合

（教育標準時間認定） （幼稚園・認定こども園を利用）

◆ ２号認定 満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合

（保育認定） （保育所・認定こども園を利用）

◆ ３号認定 満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合

(保育認定) （保育所・認定こども園等を利用）

【ご注意ください】
① 令和5年4月～令和5年8月の保育料は令和4年度（令和3年中の収入）の市町村民税額、

令和5年9月～令和6年3月の保育料は令和5年度（令和4年中の収入）の市町村民税額に基づき決定されます。

※配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等の控除前の市町村民税額で算定します。

※生計の中心者が祖父母と判断される場合は、父母のほか祖父母の税額も合算します。

② 保育料以外にも、各施設ごとに、別途費用が発生する場合があります。

③ 新制度に移行しない私立幼稚園の保育料については、これまでどおり各幼稚園が定める保育料を支払うことに

なります。（ただし、市内に該当する施設はありません）

【第２子以降の保育料無料化と幼児教育・保育無償化について】

北茨城市では、平成28年4月から、第２子以降の保育料を無料化しています。

市の第2子無料化の対象者は保育所、幼稚園等を利用する子どもの年齢が高い順に２人目以降の子となります。

また、令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まり、1号認定・2号認定の子及び3号の非課税世帯の子の

あわせて、以前は保育料に含まれていた副食費（おかず、おやつ等）の徴収も１号・２号認定の子は下記のとおり
 変わりました。３号認定の子の副食費は今までどおり保育料に含まれます。

○副食費の徴収または免除対象者○

　　子ども・子育て支援新制度における保育料について　　

…

…

…

 保育料が無料となりました。

　※一時預かり利用の子は人数に含めません。

１号認定子ども（小学校３年生の子から数える）
（市）所得階層 所得割額 第１子 第２子 第３子以降

第１階層 生活保護世帯 免除 免除 免除
第２階層 市民税非課税世帯 免除 免除 免除
第３階層 77,100円未満 免除 免除 免除
第４階層 徴収 徴収 免除
第５階層 徴収 徴収 免除

２号認定子ども（未就学の同時入所の子から数える）
（市）所得階層 所得割額 第１子 第２子 第３子以降

第１階層 生活保護世帯 免除 免除 免除
第２階層 市民税非課税世帯 免除 免除 免除
第３～５階層 48,600円未満 免除 免除 免除
第６～７階層① 免除 免除 免除
第６～７階層② 徴収 徴収※ 免除
第８～１４階層 97,000円以上 徴収 徴収※ 免除
①二人親　所得割が57,700円未満、ひとり親等の場合77,100円未満
②二人親　所得割が57,700円以上、ひとり親等の場合77,100円以上

※2号認定子どもの第６～7階層②、第８階層以上の第2子で平成28年4月1日までに生まれた子は、
　市の制度で免除としています。

１号認定・２号認定ともに、

　・年収３６０万円未満相当世帯の子
　・所得階層にかかわらず、第３子以降の子　が免除対象者です。

◆副食費の額は園によって異なります。詳細は園にお問い合わせください。◆

48,600円以上
97,000円未満

77,100円以上
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令和５年度　北茨城市保育料（３号認定）

国 市
保育

標準時間
保育

短時間

第１ 第１ 生活保護世帯 0 0

0 0

0 0

0 0

15,000 14,700

7,500 7,350

0 0

17,000 16,700

8,500 8,350

0 0

所得割課税額 19,500 19,200

24,300円以上 9,750 9,600

48,600円未満 0 0

所得割課税額 22,500 22,100

48,600円以上 11,250 11,050 57,700円

72,800円未満 0 0

所得割課税額 26,000 25,600 77,100円

72,800円以上 13,000 12,800

97,000円未満 0 0

所得割課税額 29,500 29,000

97,000円以上 14,750 14,500

133,000円未満 0 0

所得割課税額 33,000 32,400

133,000円以上 16,500 16,200

169,000円未満 0 0

所得割課税額 36,500 35,900

169,000円以上 (18,250) (17,950)

212,700円未満 0 0

所得割課税額 40,000 39,300

212,700円以上 (20,000) (19,650)

256,400円未満 0 0

所得割課税額 44,000 43,300

256,400円以上 (22,000) (21,650)

301,000円未満 0 0

所得割課税額 48,000 47,200

301,000円以上 (24,000) (23,600)

397,000円未満 0 0

52,000 51,100
(26,000) (25,550)

0 0

※市の第２子無料化の対象者は兄弟姉妹で同時入所で数えて２人目の子

年
齢
制
限
撤
廃
お
よ
び
所
得
制
限
撤
廃
し
た
第
３
子

以
降
の
３
歳
未
満
児
の
保
育
料
を
無
償

第６ 第11

第12

第７ 第13

第８

第５

第８

第９

第14
所得割課税額
397,000円以上

第10

未
就
学
児
で
教
育
・
保
育
認
定
を
受
け
て
い
る
児
童
で
数
え
て
第
２
子
に
該
当
す
る
児
童
は
無
償
　
※

第３
市町村民税

均等割のみ課税世帯

年
齢
制
限
撤
廃
で

第
２
子
半
額

、
第
３
子
以
降
無
償

千
円
軽
減
の
う
え
第
１
子
か
ら
半
額

（
３
歳
未

満
児
上
限
９
千
円

）
、
年
齢
制
限
撤
廃
で
第
２

子
以
降
無
償

第３ 第４
所得割課税額
24,300円未満

第５

第４

第６

第７ 年
齢
制
限
撤
廃
し
た
第
２
子

の
３
歳
未
満
児
の
保
育
料
を

半
額

、
第
３
子
以
降
の
３
歳

未
満
児
の
保
育
料
を
無
償

第２ 第２
市町村民税
非課税世帯

年
齢
制
限
撤

廃
で

、
第
２

子
無
償

無
償

令和５年度の保育料軽減（保育）

階層区分
定　　　　　義

３歳未満児 国軽減 県軽減
市軽減

低所得者 ひとり親・在障 二人親
ひとり親・

在障

【注意】

保育料の階層区分を決定

するにあたっては、市民税

所得割額を基に行う。ただ

し、税額控除（配当控除、

外国税額控除、住宅借入

金特別控除、寄付金控除

等）がある場合は、控除前

の額を基にする。
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幼稚園型

認定こども園

区分 施設名 保険料
保護者
の会費

教材費 絵本 写真 制服 体操服 主食 バス

いそはら幼稚園 ● ● ● ● 3歳児以上 3歳児以上 ● ●

杉の子幼稚園 ● ● ● ● ● 3歳児以上 3歳児以上 ●

旭幼稚園 ● ● ● ● ● 3歳児以上 3歳児以上 ● ●

誠之会幼稚園 ● ● ● 3歳児以上 3歳児以上 ● ●

大津保育園 ● ● ● ● ● ●

みなみ保育園 ● ● ● ● ● ●

中郷保育園 ● ● ● ● ●

磯原保育園
白ゆり分園 ● ● ● ● ● ●

関本保育所 ● ● ● ●

※保育料以外の費用（下記一覧以外にも発生する場合があります）

幼稚園型
認定こども園

関本保育所
0～5歳児

（10ヶ月頃から）

平日　7：30～18：30 7：30～18：30

土曜　7：30～12：30 8：00～16：00

保育所

磯原保育園
白ゆり分園

0～5歳児
（産休明けから）

平日　7：15～19：00 7：15～18：15

土曜　7：15～17：30 8：30～16：30

中郷保育園
0～5歳児

（産休明けから）

平日　7：15～19：15 7：15～18：15

土曜　7：15～18：15 8：00～16：00

みなみ保育園
0～5歳児

（産休明けから）

平日　7：00～19：00 7：00～18：00

土曜　7：00～18：00 8：30～16：30

大津保育園
0～5歳児

（産休明けから）

平日　7：00～19：00 7：00～18：00

土曜　7：00～18：00 8：30～16：30

誠之会幼稚園
0～5歳児

（月齢6ヶ月頃から）

平日　7：30～18：00 7：30～18：00

土曜　7：30～17：30 7：30～15：30

旭幼稚園
0～5歳児

（月齢12ヶ月頃から）

平日　7：00～18：00 7：00～18：00

土曜　7：30～16：00 8：00～16：00

杉の子幼稚園 1～5歳児
平日　7：30～18：30 7：30～18：30

土曜　7：30～17：30 9：30～17：30

保育所型
認定こども園

保育所

保育所型
認定こども園

※施設一覧（保育年齢・保育時間）

区分 施設名 年齢 最大保育時間
標準時間
短時間

いそはら幼稚園
0～5歳児

（月齢12ヶ月から）

平日　7：30～18：30 7：30～18：30

土曜 （行事のみ開所） 8：00～16：00
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幼稚園型認定こども園（私立）

磯原町磯原８２６－４ 磯原町豊田９２０

旭幼稚園 １０５名 誠之会幼稚園 ６５名

≪園HP≫

≪園HP≫≪園HP≫

保育短時間

保育標準時間

利用定員： 利用定員：

7:30～18:30 保育標準時間 7:30～18:30

9:30～17:30 保育短時間 8:00～16:00

電 話 ： ４２－０１３５ 電 話 ：

保育標準時間 7:00～18:00 保育標準時間 7:30～18:00

保育短時間 8:00～16:00 保育短時間 7:30～15:30

住 所 ： 大津町北町１－７－３ 住 所 ： 関南町関本下９７４

電 話 ： ４６－２３４０ 電 話 ： ４６－５４３５

教育時間 9:15～13:45 教育時間 10:00～14:00

４３－１７６６

教育時間 9:30～13:30 教育時間 9:30～13:30

≪園HP≫

住 所 ： 住 所 ：

施　設　案　内

利用定員：１６０名 いそはら幼稚園 利用定員：３１０名杉の子幼稚園

大

津

港

駅

旭幼稚園

国

道

６

号

線
県信

コンビニ

郵便局

コンビニ
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保育所型認定こども園（私立）

みなみ保育園 １０５名 大津保育園 １５５名

中郷保育園 １３５名

電 話 ： ４６－５８１１

教育時間 9:00～13:00

電 話 ： ４３－２０１９

保育短時間 8:30～16:30

≪園HP≫

教育時間 9:00～13:00

≪園HP≫

保育短時間 8:30～16:30

保育標準時間 7:00～18:00 保育標準時間 7:00～18:00

利用定員：

保育標準時間 7:15～18:15

利用定員：

住 所 ： 中郷町足洗９１１－１５ 住 所 ： 大津町１３５３

利用定員：

住 所 ： 中郷町日棚１８０６－２

電 話 ： ４２－２７８８ ≪園HP≫

保育短時間 8:00～16:00

教育時間 9:00～14:00
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保育所（私立）

関本保育所 ３０名 磯原保育園 １５０名

※生後１０ヶ月程度のお子さんからお預かりします

保育短時間 8:00～16:00

保育所（公立）

保育標準時間 7:30～18:30

利用定員：

住 所 ： 関本町八反１８４－５

電 話 ： ４６－１２６２ ≪園HP≫

利用定員：

住 所 ： 磯原町磯原７９８

電 話 ： ４２－０７３７ ≪園HP≫

保育標準時間 7:15～18:15

保育短時間 8:30～16:30
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HP　https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/kosodate/

MEMO

北茨城市役所　子育て支援課　保育係　
〒319-1592　北茨城市磯原町磯原1630番地
TEL　0293-43-1111（内線134）

令和５年度　北茨城市　認定こども園・保育所入所案内


